
個 人 情 報 保 護 方 針  

 

陸 奥 新 報 社 は 個 人 情 報 保 護 の 重 要 性 を 認 識 し 、 個 人 の 権 利 利 益 を 損

な わ れ る こ と の な い よ う 情 報 を 適 正 に 取 り 扱 う た め 「 個 人 情 報 保 護

規 定 」 を 以 下 の よ う に 定 め 、 遵 守 し ま す 。  

１ ） 個 人 情 報 の 取 得  

  当 社 は 個 人 情 報 に 関 す る 法 令 を 遵 守 し 、 利 用 目 的 を 明 確 に し 適

正 ・ 公 正 に 行 い ま す 。  

２ ） 個 人 情 報 の 管 理  

  当 社 は 個 人 情 報 の 紛 失 、 漏 え い 、 改 ざ ん な ど を 防 ぐ た め 、 適 切

な セ キ ュ リ テ ィ ー 対 策 を 講 じ ま す 。  

３ ） 個 人 情 報 の 利 用  

  当 社 は 個 人 情 報 の 利 用 は 明 ら か に し た 範 囲 内 で 行 い 、 第 三 者 に

情 情 報 を 提 供 し ま せ ん 。（ 法 令 に 定 め ら れ て い る 場 合 は 除 く ）  

４ ） 個 人 情 報 の 開 示 、 訂 正 、 利 用 停 止  

  当 社 は 自 己 の 個 人 情 報 に つ い て 、 開 示 、 訂 正 、 利 用 停 止 、 削 除

な ど の 要 求 が あ っ た 場 合 、 求 め る 権 利 を 有 し て い る こ と を 確 認

し た う え で 、速 や か に 対 応 し ま す 。（報 道 目 的 で 取 得 し た 個 人 情

報 は 除 く ）  

５ ） 個 人 情 報 の 法 令 等 の 順 守  

  当 社 は 個 人 情 報 保 護 に 関 す る 法 令 、 規 範 を 遵 守 し ま す 。  

６ ） 個 人 情 報 の 預 託  

  当 社 は 個 人 情 報 の 取 り 扱 い を 委 託 す る 場 合 、 適 正 な 取 り 扱 い を

確 保 す る た め 保 護 水 準 を 満 た し て い る 者 を 選 任 し 、 安 全 管 理 に

万 全 を 尽 く し ま す 。  

７ ） 個 人 情 報 保 護 の 体 制  

  当 社 は す べ て の 従 業 員 に 対 し 教 育 を 行 い 、 個 人 情 報 保 護 の 周 知

徹 底 を 図 り 、 適 正 な 管 理 を し ま す 。 定 期 的 に 見 直 し を 行 い 、 個

人 情 報 保 護 意 識 の 向 上 と 体 制 強 化 を 図 っ て い き ま す 。  


